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Ⅲ-3 計画策定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

① 目標設定（対象範囲の設定）：河川に生息する魚の生活史や遡上・分布範囲の現

況及び変遷を踏まえ、事業対象とする範囲を設定する。 

② 課題の整理：事前調査により当該河川における魚の遡上・降下（移動）上の課題

（移動の阻害要因）を抽出し、阻害要因が横断施設（堰、砂防堰堤、頭首工等）

と判断される場合には、詳細な施設の評価を行う。 

③ 整備計画：阻害要因が明らかになった後、その要因を解消するための改善方針を

定め、具体的な事業計画（段階的な整備計画）を決定する。 

④ 効果予測と影響予測：計画段階で事業の効果予測及び周辺環境への影響予測を行

い、必要に応じて環境保全対策を検討する。 

⑤ 委員会の実施：計画策定からの各段階において、学識者や関係者等で構成する委

員会を開催すると効率的に事業を進めることができる。 

1.目標設定（対象範囲の設定） 

事前調査（河川を知る、魚を知る） 

2.課題の整理 

(1) 課題整理の考え方 
(2) 横断施設・魚道の評価 

3.整備計画 

4.予算措置 5.効果予測と影響予測 

計画策定の実施フロー 

委員会
委員会

委員会

委員会 
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1.目標設定（対象範囲の設定） 

魚がのぼりやすい川づくりの目的は、当該河川における魚の生活史を完結させることのた

め、これを念頭に置いて対象範囲を設定する。魚の遡上、分布範囲と産卵場の位置等に注目

し、産卵場、成育場及び索餌場と生息場との間の連続性を確保できるように対象範囲を定め

る。 

 

【連続性を確保すべき範囲を整理した例】 

イワナにとっては○○取水堰～源流部の範囲、オイカワにとっては河口～○○町取水堰の

範囲の整備が必要のため、両種の範囲を重ねると河口～源流部が対象範囲となる。 

また、現況の遡上・分布範囲を拡大させて過去の範囲を復元する場合には、過去の分布・

遡上範囲を現況と同様に整理する。

【計画策定時の配慮事項（外来生物への配慮）】 

我が国では、既に多くの河川、湖沼にブラックバス、コクチバス及びブルーギル等の外来種が

生息しているのが現状である。これらは在来の水域生態系や水産業に被害を及ぼす危険性が指摘

されている。 

河川等において既設の横断施設が魚類の移動を阻害し、この結果、外来生物の分布の拡大が抑

制されていることがある。このような場合、連続性の確保が外来生物の分布を拡げる恐れがあ

る。従って、事業計画の検討に際しては当該地域における外来生物の生息状況を確認し、連続性

の確保に伴い外来生物が拡大する可能性を検討し、影響が大きいと判断される場合には適切な対

策を講ずる。 

なお、外来生物対策については、法規制として「特定外来生物による生態系等に係る被害の防

止に関する法律（平成 16 年 6 月 2日法律第 78 号、平成 17 年 6 月施行）」があり、また、参考資

料として「河川における外来種対策の考え方とその事例（平成 15 年、(財)リバーフロント整備セ

ンター）」、「ブラックバス・ブルーギルが在来生物群集及び生態系に与える影響と対策（平成

16 年、環境省自然環境局 編）」があげられる。 
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魚の生活史を完結させるために整備が必要な範囲を整理した例 

魚 種 生活型 生活史を完結させるために連続性の確保が必要な範囲 
カワヤツメ 回遊 河口～○○堰。主要な産卵場は○○頭首工から△△堰の範囲にあるため、河

口からこの範囲がとくに重要である。 
アユ 回遊 河口～○○ダム。主要な産卵場は○○大堰から△△ダムの範囲にあるため、

河口からこの範囲がとくに重要である。 
サクラマス 回遊 河口～△△頭首工。本川における主要な産卵場は○○用水取水堰から△△頭

首工の範囲にあるため、河口からこの範囲がとくに重要である。 
回遊型カジカ 回遊 河口～○○堰上流部。本川における主要な産卵場は○○堰上流部にあるた

め、河口からこの範囲の全てが重要である。 
イワナ 純淡水 ○○取水堰～源流部。本川における主要な産卵場がこの範囲にあるため、全

てが重要である。 
オイカワ 純淡水

（河川内

を大きく

移動す

る） 

河口～○○町取水堰。本川における主要な産卵場は△△堰から○○町取水堰

にあり、稚魚の成育場が河口から○○堰及び○○ダム～180km 地点にあるた

め、河口～○○堰の範囲がとくに重要である。 

 

 

【対象範囲設定の留意事項】 

・ 事業の対象範囲は一級河川及び二級河川を基本とし、必要に応じて用排水路等を追加す

る。 

・ 対象範囲は上流部から河口までとするが、魚種によって遡上・降下及び分布の範囲が異な

るため、これらを十分に踏まえた上で範囲を設定する必要がある。例えば、アユの生活史

を完結させるために事業を行う場合、アユの遡上範囲は上流部（渓流域）までは及ばない

ことが多いため、上流部における遡上環境の改善は必要ない。 

・ 用排水路等については、魚の行き来がみられる（あるいは過去にはみられた）ような水路

を対象とする。対象は、魚の遡上・分布範囲の現況と変遷を整理した結果により選定する

が、併せて、流量が豊富であること（運用時の流量）、あるいは堤内地側にも魚が生息で

き、産卵が行える環境があること等を参考とする。 

・ 源流域や砂防区間に生息する魚種（イワナ等） 

には、小規模な沢等に生息するにもかかわらず 

思いのほか移動する場合もあるため、事前にそ 

の移動性や生活史をできるだけ把握した上で源 

流域や砂防区間を事業範囲に含めることを検討 

する。 

・ 地域の歴史や文化の立場から注目すべき魚種や場所が存在する場合には、これらも必要に

応じて対象範囲に含める。 

僕らアユは、そんな上

流にまで上らないよ
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2.課題の整理 

(1)課題整理の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前調査の結果から、魚の遡上・降下環境における課題（移動の阻害要因）を抽出する。 

手法としては、過去と現在における魚の遡上・分布範囲と横断施設の位置及び設置年、河

道改修の履歴や減水区間の分布等を重ね合わせることにより、移動の阻害となっている横断

施設や、流況から魚が移動できない区間等を整理する。 
 
 
 
 
 

阻害要因の分析手法の例 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

＜阻害要因＞ ＜把握の手法＞ 
横断施設の存在 過去と現在における魚の遡上・分布範囲と横断施設の位置及

び設置年との重ね合わせ 
瀬切れ（流量の減少） 魚の分布範囲と瀬切れ区間との重ね合わせ 
水質悪化 魚の分布範囲と水質の縦断分布との重ね合わせ 
生息環境の悪化 魚の分布範囲と生息環境の状況（瀬・淵、水際植生等）との

重ね合わせ 

 魚の遡上・降下における課題整理の視点は以下のとおりである。 

① 施設・魚道の構造、瀬切れや水質の悪化等、何らかの理由により、生息場、産卵場及

び成育場等の間の連続性（移動経路）が分断されている魚種や区間はないか？ 

② 多くの魚種の移動経路上にあるにもかかわらず、遡上・降下しにくい（できない）施

設はないか？ 

③ 連続性は確保されているものの、流量、河岸形状、水温・水質及び河床材等、産卵

場、成育場及び生息場等として環境が不十分な区間はないか？ 
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(2)横断施設・魚道の評価 

横断施設（堰、砂防堰堤、頭首工等）及び魚道は、個々に事前のチェックを行い、魚のの

ぼりやすさからの評価を行う必要がある。 

評価手法には、統一的な手法として点検マニュアル（「魚ののぼりやすさからみた河川横

断施設の概略点検マニュアル（案）」、平成 5年 1月、建設省河川局治水課）に従う方法が

あるが、必要に応じて学識者等の助言や遡上調査等により詳細な評価を行う。 

なお、既設魚道の評価に当たっては、「河道特性、流況、対象魚種等からみて、現在採用

されている魚道形式は適切か？」という視点に立つことも必要である。 

 
 
 

横断施設の評価の視点 
評価区分 評価の視点 

施設下流側に遡上できない魚が滞留していないか？ 
主要な遡上経路はどこか？（横断方向の位置） 
魚道を含め、遡上・降下可能な経路が存在するか？ 

横断施設の評価 

施設の設置場所にどのような特徴があるか？（水深、河床低下が発生しやすい、土砂が堆積しやすい等） 
  
 

既設魚道の評価の視点 

 
 
 
 

評価区分 評価の視点 
遡上魚が魚道下流端に容易に到達できるか？ 
遡上魚が魚道内に進入可能か？（魚道下流端の状況） 
遡上魚が魚道内を遡上可能か？（魚道内の状況） 
遡上魚が魚道から通過可能か？（魚道上流端の状況） 
故障、破損等による機能低下は起きていないか？ 

既設魚道の評価 

魚道の設置場所にどのような特徴があるか？（澪筋との関係、河床低下が発生しやすい、土砂が堆積しやすい等） 
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【魚道評価の視点（階段式魚道の例）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価結果の整理例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下流端に洗掘がないか？ 
落差は生じていないか？ 

下流端の位置は適切か？ 

呼び水は効いているか？ 

魚道の設置位置は適切か？ 

遡上できない魚が 
滞留していないか？ 

魚道は急勾配すぎないか？ 

上流端の位置は適切か？ 

破損・沈下等を起こしていないか？ 

プール間落差は大きすぎないか？ 

剥離した流れは発生していないか？ 

越流水深は適切か？ 

遡上部の流速は速すぎないか？ 

プール内の流況は良好か？ 
（流速、水深、白泡、 

縦波、横波、渦流） 

プール内に 
土砂等が堆積し、機能低下はないか？ 

番
号

河川名 距離 種別 施設名 施設管理者 落差(m)
魚道の
有無

本体評価 魚道評価 総合評価 魚類の遡上環境評価

101 犀川 283.0 堰 犀川発電所取水堰 中部電力㈱ 4.7 無 × － ×
落差が大きく、また、流れが伏没しているた
め、魚類の遡上が不可能。

×

102 犀川 289.8 堰 勘左衛門堰
勘左衛門堰
土地改良区

1.2 有 × × ×
魚道入口の落差が大きく、また、魚道内の流
況も悪いため魚類の遡上は不可能。

×

103 犀川 302.3 堰 花見サイホン 農林水産省 0.9 無 ○ － ○
落差が大きく、また、水量も少ないため、魚
類の遡上は困難。

△

104 犀川 302.8 堰 旧赤松頭首工 梓川村 1.0 無 × － ×
落差が大きく、また、水量も少ないため、魚
類の遡上は困難。

△

105 犀川 305.3 堰 梓川頭首工 農林水産省 3.7 有 × × ×
魚道の入口と出口の落差およびプール間の落
差が大きく、魚類の遡上は不可能。

×

106 犀川 308.7 ダム 稲刻ダム 東京電力㈱ 46.7 無 × － × 落差が大きく、魚類の遡上は不可能。 ×

107 犀川 310.7 ダム 水殿ダム 東京電力㈱ 66.5 無 × － × 落差が大きく、魚類の遡上は不可能。 ×

108 犀川 314.1 ダム 奈川渡ダム 東京電力㈱ 128.5 無 × － × 落差が大きく、魚類の遡上は不可能。 ×

109 犀川 321.9 堰 沢渡発電所沢渡取水堰堤 東京電力㈱ 1.5 有 － － － H8に魚道新築 －

110 犀川 326.6 堰 犀川取水堰 東京電力㈱ 4.5 有 － － － H8に魚道改築 －

111 犀川 328.9 砂防ダム 釜ヶ淵上流砂防ダム 建設省 31.0 無 × － × 落差が大きく、魚類の遡上は不可能。 ×

112 犀川 330.5 堰 霞沢発電所取水堰 東京電力㈱ 1.4 有 × － × 落差が大きく、魚類の遡上は不可能。 ×

　本体評価：　"魚ののぼりやすさからみた河川横断施設概略点検マニュアル(案)"の「様式３本体点検」に基づく調査結果を、以下の４つのランクで評価したもの。

　　　　◎：当面魚道の設置が必要ない　○：魚道の設置が望まれる　△：魚道の設置が必要である　×：魚道の設置が特に必要である

　魚道評価：　"魚ののぼりやすさからみた河川横断施設概略点検マニュアル(案)"の「様式６魚道評価」に基づく調査結果を、以下の４つのランクで評価したもの。

　　　　◎：当面魚道の改善の必要ない　○：魚道の改善が望まれる　△：魚道の改善が必要である　×：魚道の改善が特に必要である

　総合評価：　本体評価と魚道評価のどちらか良い方を採用

　「魚類の遡上環境評価」は、上記の結果を踏まえた上で、現地の状況などを考慮して、専門家が再評価したもの。以下の４つのランクに分けられる。

　　　　◎：遡上に支障なし　○：遡上が容易でない　△：遡上が困難　×：遡上が不可能

出典）信濃川魚がのぼりやすい川づくり推進モデル事業 技術レポート

○○取水堰 

○○取水堰 

○○サイホン 

○○頭首工 

○○頭首工 

○○ダム 

○○ダム 

○○ダム 

○○ダム 

○○堰堤 

○○堰堤 

○○堰堤 

△△土地改良区 

△△電力（株） 

△△電力（株） 

△△電力（株） 

△△電力（株） 

△△電力（株） 

△△電力（株） 

△△省 

△△村 

△△省 

△△省 

△△電力（株） 

△△電力（株） ××川 

××川 

××川 

××川 

××川 

××川 

××川 

××川 

××川 

××川 

××川 

××川 
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3.整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚がのぼりやすい川づくりの効果は、その予測に不確実性が多いため、近隣における類似

事例の結果等を参考とし、あるいは適切なモニタリングを行って改良を加えながら段階的に

事業を進めるほうが、事業を一度に行うよりも効率的である。 

 

【段階的な整備計画の考え方の例】 

 段階的な整備計画の検討には、対象範囲をいくつかに区分し、これに優先順位をつける。 

 各区分には以下の視点で順位付けをし、項目 Aを重視して総合的に優先順位を決定する。 

 A.効果度からみた優先順位 

魚の生活史を完結させるために連続性を確保しなければならない範囲をとりまとめ、整備

の緊急性から優先順位を決定する。すなわち、現状では生活史を完結できていない魚種を優

先することで効果度を上げることができる。 
 

魚の分布・遡上範囲からみた優先順位策定の例 
魚 種 生活型 生活史を完結させるために連続性の確保が必要な

範囲 

満足度（生活史が完結で

きている） 

整備の優先順位 

カワヤツメ 回遊 河口～○○堰。主要な産卵場は○○頭首工から○

○堰の範囲にあるため、河口からこの範囲がとく

に重要である。 

○ －（現況でも生

活史は完結でき

ている） 

アユ 回遊 河口～△△ダム。主要な産卵場は△△堰から△△

ダムの範囲にあるため、河口からこの範囲がとく

に重要である。 

×（△△堰には魚道がな

いため、産卵場まで移動

できない） 

1 

サクラマス 回遊 河口～××頭首工。本川における主要な産卵場は

××取水堰から××頭首工の範囲にあるため、河

口からこの範囲がとくに重要である。 

△（××頭首工の魚道は

遡上しにくいため、産卵

場まで移動しにくい） 

2 

 

 段階的な整備計画を検討する視点は以下のとおりであり、これらを総合的に勘案する。 

① 効果度：「魚がのぼりやすい」という視点から課題が存在し、事業によって大きな改

善効果が得られる（改善の必要性が高い）地点、区間。 

② 難易度：技術的及び施工費用等の観点から、改善しやすい地点、区間。 

③ 要望度：流域住民等からの改善の要望が大きい地点、区間。 
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B.難易度 

技術的な難易度から優先順位を決定する。 

堤高が大きい施設や、土砂の移動が大きい場所等では技術的な難易度が高い。 

 

C.要望度 

遡上・降下環境の改善に関する住民等からの要望度により優先順位を決定する。 

また、地域を特徴付ける魚であること、あるいは文化財等として昔から大切にされてきた

魚であること等の理由により、優先して遡上・降下環境の改善を必要とするものがある場合

には、これらも考慮する。 
 

【工夫が大切】 

事業に際しては、最新の知見や事例を参考とし、より優れた技術を採用するのが有効であるが、河

川には個々の特性があるため他河川の事例を参考とするのみでは不十分な場合があり、その場の特性

を踏まえた独自の創意工夫が必要である。 

遡上・降下環境の改善効果はもとより、安全性及び施工費用等の観点からも工法及び素材等を選

定、工夫することで事業コストの縮減や工事期間の短縮が可能となる。 
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4.予算措置 

魚がのぼりやすい川づくりの推進は、河川環境整備事業（平成 17 年度より直轄総合水系

環境整備事業、統合河川環境整備事業費補助）、砂防環境整備事業、一般河川改修事業、河

川総合開発事業、砂防事業、河川修繕事業及び災害復旧事業等、種々の予算措置が可能であ

る。 

 

【モデル事業における予算措置の実績】 

 魚がのぼりやすい川づくり推進モデル事業において、新改築された施設及び魚道の事業種

類（費目）及び施設管理者と事業主体との関係（費用負担）の実績を下表に示す。 

モデル事業では、河川改修事業での実施例が最も多く、次いで砂防事業であるが、このほ

か河川環境整備事業や災害復旧事業での実施例もある。 

また、施設管理者と事業主体が一致する事例、すなわち直営の事例が多いが、都道府県、

市町村及び利水組合（用水組合）の施設に対して国土交通省が費用負担を行った事例や利水

組合の施設に対して都道府県が費用負担を行った事例も多い。 

 

 
 

モデル事業における事業種類 
（費目）別の新改築施設数（実績）

モデル事業における施設管理者と事業主体 
との関係（数値は新改築施設数）

事業種類（費目） 施設数
直轄河川改修事業
　一般河川改修事業 40    
　一般河川改修事業（災害） 1     
　特定構造物改修事業 1     
河川改修事業（補助）
　中小河川 16    
　局部改良 15    
　河川工作物関連応急対策 4     
河川修繕事業（補助） 6     
都市河川改修事業
　中小河川改修事業（一級河川） 7     
　小規模河川改修事業（一級河川） 8     
　局部改良事業 2     
河川環境整備事業
　河道整備事業 9     
直轄砂防事業 8     
通常砂防事業（補助） 26    
砂防環境整備事業 2     
河川総合開発事業 1     
災害復旧事業 2     
直轄堰堤維持費 1     

国土交通省 都道府県 市町村 発電事業者 土地改良区

市町村 7 4 3

都道府県 8 73

土地改良区 3 13 1 1 1

電鉄会社 1

利水組合・用水組合 7 21 1

発電事業者 2 4

国土交通省 35 1

農業協同組合 2

製鉄会社 1

事業主体

施
設
管
理
者
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施工費用の事例 
種別 施工内容 施工年度 工期 事業費 

魚道の改築 
既設の階段式魚道 1 基をバーチカルス

ロット式魚道（折り返し型）に改築 
平成 8年度 約 3ヶ月 約 1,100 万円 

落差約 1.3ｍの木工沈床の堰にバーチ

カルスロット式魚道を設置 
平成 9年度 約 3ヶ月 約 2,600 万円 

魚道の新築 
落差約 1.2ｍの床止めに延長約 25ｍの

プレキャスト型階段式魚道を 1基設置 
平成 12 年度 約 3ヶ月 約 5,200 万円 

注）ここに示した事業費用はあくまでも 1例であり、事業費の基準を示すものではない。 

 
 
 

5.効果予測と影響予測 

(1)効果予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果予測により、十分な効果が得られないと判断される場合には、計画を見直す。 

予測は遡上可能距離の延長等、定量的に予測を行う手法もあるが、魚の生活史を完結させ

る（例えば、サケが産卵場まで到達できるようになる等）視点からの予測が重要である。 

ただし、現状では予測手法に不確実性が多いため、近隣における類似事例の結果を参考と

する、あるいは適切なモニタリングを行いながら効果を確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 魚の遡上・降下環境の改善に係る効果予測は、個々の横断施設や魚道及び流域の視点に

立って行う。 

① 横断施設や魚道の改善に伴う遡上可能距離の延長効果：事業の進捗に伴い、遡上

可能となる距離を数値で示す手法であり、効果を直接的に表現できることから事

業の PR に良い。 

② 魚の遡上・分布範囲に基づく効果：魚の遡上・分布範囲及び産卵場の位置等の現

況を図化し、事業後に想定される遡上・分布範囲を重ね合わせることにより、そ

の効果を確認する手法である。この手法により、事業によって「魚の生活史を完

結させる」（産卵場等への移動経路が確保されている）ことが確認できる。 
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【効果予測の例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
魚 種 Ⅰ期工事による効果 Ⅱ期工事による効果 

カワヤツメ 河口から遡上範囲及び遡上範囲から主要産卵場までの

連続性が確保されるため、生活史が完結できるように

なる。また、過去の遡上範囲までの連続性が確保され

るため、昔の遡上範囲を復元できる。 

 
 

－ 

アユ 河口から遡上範囲及び遡上範囲から主要産卵場までの

連続性が確保されるため、生活史が完結できるように

なる。 

過去の天然遡上範囲までの連続性が確保されるため、

昔の遡上範囲を復元できる。 

サクラマス 主要産卵場までの連続性は確保できない。 河口から主要産卵場までの連続性が確保されるため、

生活史が完結できるようになる。 
サケ 河口から主要産卵場までの連続性が確保されるため、

生活史が完結できるようになる。 
過去の天然遡上範囲までの連続性が確保されるため、

昔の遡上範囲を復元できる。 
マルタウグイ 河口から遡上範囲及び遡上範囲から主要産卵場までの

連続性が確保されるため、生活史が完結できるように

なる。また、過去の遡上範囲までの連続性が確保され

るため、昔の遡上範囲を復元できる。 

 
 
－ 

回遊型イトヨ 河口から主要産卵場までの連続性が確保されるため、

生活史が完結できるようになる。また、過去の遡上範

囲までの連続性が確保されるため、昔の遡上範囲を復

元できる。 

 
 
－ 

ウキゴリ 河口から主要産卵場までの連続性が確保されるため、

生活史が完結できるようになる。 
－ 

アユカケ 河口から遡上範囲までの連続性が確保されるため、生

活史が完結できるようになる。また、過去の遡上範囲

までの連続性が確保されるため、昔の遡上範囲を復元

できる。 

－ 

回遊型カジカ 河口から主要産卵場までの連続性が確保されるため、

生活史が完結できるようになる。 
過去の遡上範囲までの連続性が確保されるため、昔の

遡上範囲を復元できる。 
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(2)影響予測と環境保全対策 

魚がのぼりやすい川づくりでは、魚の遡上・降下環境の改善のために施設や魚道の工事を

行うが、その際、周辺の自然環境に及ぼす影響に配慮する。 

事業によって魚の遡上・降下環境は改善されたものの、周辺の河川環境や生態系へ大きな

影響を及ぼしては本末転倒である。このため、事業実施により周辺環境への大きな影響が想

定される場合には、環境保全対策を講ずる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
堰
の
老
朽
化
に
伴
い
河
口
堰
及
び
魚
道
を
新
設
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
工
事
に
よ
り
、
周
辺
に
分
布
す
る
ワ
ン
ド
や
干
潟
等
へ
の

影
響
が
想
定
さ
れ
た
た
め
、
環
境
保
全
措
置
と
し
て
、
ワ
ン
ド
・
干
潟
の
保
全
・
造
成
、
浅
瀬
・
中
州
の
保
全
、
付
属
水
面
・
貴
重
種
植
物
群
落

の
保
全
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
紀
の
川
大
堰
）

 

出
典
）
紀
の
川
魚
が
の
ぼ
り
や
す
い
川
づ
く
り
推
進
モ
デ
ル
事
業
 
技
術
レ
ポ
ー
ト

 



- 37 - 

6.委員会の開催 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)学識者等の助言 

委員会を通じて事業を進める場合には、学識者等からの意見の聴取は事前調査、計画検討

や個別施設の設計・施工のほか、維持管理や効果確認の手法、適応的管理の手法等について

も行う。 

なお、特定の意見のみに依存するのではなく、様々な意見を幅広く聞くことに留意する。

また、事業者自身の考え方や方針を明確に示すことが重要である。 
 
 
＜委員会等構成メンバーの例＞         ＜委員会等の議事の例＞ 

 

①学識経験者 
魚類生態学者 
河川工学者 

等

②利水者 
電気事業者 
農業従事者 
（土地改良区）等

③漁業者 漁業従事者 
等

④地元住民 

流域住民 
地元ＮＰＯ 
地元自治会 

等

⑤地元行政 

農政関係 
水産関係 
土木関係 

等

⑥事業者代表 事務所長 
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜学識経験者として複数のモデル事業委員会に参画された主な方々＞ 

 

石田 力三 （水産環境研究所総合顧問） 

河村 三郎 （岐阜大学名誉教授） 

塚原 博  （九州大学名誉教授） 

中村 俊六 （河川生態環境工学研究所代表） 

西谷 隆亘 （法政大学教授） 

水野 信彦 （愛媛大学名誉教授） 

和田 吉弘 （中部学院大学短期大学部副学長） 
                               

   （所属は平成 16 年度現在、並び順は五十音順、敬称略）

第 1回委員会 

現地視察

第 3回委員会 

第 2回委員会 

第 4回委員会 

以降 

・事業の趣旨説明 

・対象河川の現況説明 

・改善の基本方針説明 

・現況河川環境の確認 

・対象施設等の確認 

 

・事前調査結果の報告 

・改善計画案の説明 

・改善効果予測の説明 

・具体的方策の説明 

・事業実施計画案の承認 

・個別施設の詳細検討 

・モニタリング計画 

 委員会は主に以下の目的で開催する。 

・ 学識者等から技術的な助言を得る。 

・ 関係者等との調整を図り、事業を円滑に進める。  
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(2)関係者等との調整 

 委員会では、関係者（施設管理者、漁業従事者、住民等）の意見も聞きながら調整を図る。 

 魚がのぼりやすい川づくりは、利水や漁業活動に大きな影響を及ぼさないことを前提とす

るが、関係者に事業の目的を理解して頂き、合意形成の上、協力を得る。 

 関係者の河川に対する考え方及び立場は様々であるが、事業を独善的に行うことなく、関

係者への十分な情報提供に努めるとともに、アンケート等も併用して意見を広く聴取した上

で、事業が関係者の生活環境の向上にもつながることを説明して合意形成を図りながら事業

を推進する。なお、事業計画に関係者の意見を取り込む場合には、あくまでも科学的、客観

的な視点が必要である。 

 施工費用の分担や施設・魚道の財産区分及び維持管理については、施設管理者との事前の

取り決めが必要であり、このためには綿密な調整を行う。 

調整の不足により、問題が生じやすい事項には以下のようなものがあげられる。 

 

・ 魚道流量の確保、維持流量の増加に伴う利水障害。 

・ 施設管理者と河川管理者との間の施工費用の負担、財産区分。 

・ 施設管理者と河川管理者との間の維持管理の分担、費用負担。 

 
 

＜調整先と調整内容の例＞ 
 

 ＜施設管理者＞ ＜漁業者＞ ＜NPO 等の住民＞ 

①計画 
・事業目的の説明（魚がのぼりやすい川づくりが、河川環境のためにも、漁業のた
めにも、住民の生活環境の改善にも役立つことを説明する）と協力体制の確立 

・事業全体に対する要望、意見等の聴取 

②設計 

・設計内容の説明、調整
（取水量と魚道流量
等） 

・事業後の施設の財産区
分、費用分担の調整 

設計内容の説明、調
整（迷入防止対策、
鳥害対策、環境保全
対策等） 

設計内容の説明、調整（環境保
全対策等） 

③施工 
・施工方法の説明、調整（仮締め切り工、濁水対策、環境保全対策等） 
・施工時期の説明、調整（施工期間、時期等と漁期、遡上期等） 

④運用 

・施設の運用方法の調整
（分担等） 

・維持管理方法の調整
（分担等） 

維持管理作業の協力
依頼、調整 

・ 維持管理作業の協力依頼、
調整 

・ 施設活用の提案 

 
 


